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文部科学省 洲 民間スポーツ振興費等補助

軍n スポーツ .青少年局 民由スポ-ツ振興費等補助 f肇 搬

# 競技スポーツ課 # / 平成2年度 恒 スポ-ツ族長 ,立 か

i.. .--､ミ⑳二⑳ ースポーツ振興法(昭和36年法律算 スポ-ツ振興基本計画(平成12年9月文部省告示ー53
++ 141号) 閑.(濡 早)(平成18年9月改定)
識第20条第3項 民主免政策集 JNDEX2009
口直接実施

･一 □業務委託等 (委託先等 : )

[(悪霊霊 層 主讐乳 ピック委員会 蓋霊宝琵 …富呂需 品 影 ク委員会)さ沼 霊宝 …雷詰 禁書蓋会 実施主体 :③日本武道館)

□貸付 (貸付先 : )口その他( )

J孝義 鮮 E霧 勝 漸I OJ饗 :</

Q. l聯 l勝 曇葦 躍 進 I

‡か.㌔ ～ll の 1 ､-読 .蔓 務 甜 膨

･∵.,- スポ-ツ振興法(昭和36年法律第一41号)の規定に基づき､

…①我が国の トップレベル競技者の育成 .強化を図り､スポーツ振興に寄与することを目的とする財団
法人日本オリンピック委員会に対し､選手強化事業及び国際交涜事業に必要な経費の一部を補助し､
もって､我が国の国際競技力の向上に寄与する○

②我が国.国民スポーツの統一組鞍である財団法人日本体育協会に対 し､スポ-ツ指導者養成事業及
ぴアジア地区スポーツ交流事業､海外青少年スポーツ振興事業に必要な経費の一部を補助し､もつ
て､我が国の体育 .スポーツの振異に寄与する○

③我が国伝統の武道を国民､特に青少年の間に普及奨励することを目的とする財団法人日本武道貞引こ
対 し､古武道保存事業､青少年武道錬成大会､武道指導者講習会及び武道国際交流事業に必要な経費
の一部を補助し､もって､我が国の武道の振興に寄与する○

'J七- Q)財団悪人日本オリンピッ ク 委 員 会
(診財団法人日本体育協会
③財団法人日本武道館

1 ‡～._､濫 還､㌢

②財B]法人日本体育協会の実施するスポーツ指導者養成事業.アジア地区スポ-ツ交流事業及び海外青少年ス
ボーッ長興事案に必要な態費の一部を補助する.
③財団法人日本武道館の実施する古武道保存事業､青少年武道錬成大会､武道指導者講習会及び武道国際交涜

一部を補助する.
平成22年度概算要求額 人件費

3,292百万円 職員構成 (悪霊急, 従事職員数
淑 托 4百万円 担当正職員 4,3ー6f千円 0.7 1人

# ～/;I;'実- 3,296百万円 酷時職員他 ol千円 o l人
年 度 総 額 - 地方公共団体の裏負担がある場合､概算の策額

Hー9.(決算額) 2,777
･の し 0

H20(決算見込額) 3,294
H21(当初予算) 3.286

_-/.れ転覆タ1酢. H21(補正予算) 0
H22概算要求 3.292

声～27:'召 補助亭 :定額

;,.-.rF :;②スポ-ツ指導者葦成事業､アジア地区スポーツ父流事業及び海外青少年スポーツ振興事業に必要な患糞補助率 '.足痕③古武道保存事業､青少年武道錬成大会､武道指導者講習会及び武道国際交流事案に必要な経費補助率 :定額

≡ .小童.≡--3

技者が語尾することで､国民に夢と感動を与え､活力ある社会が形成されることが期待される.

財団法人日本オリンピック委員会は､国際オリンピック委員会(lOC)に 乗認されている国内唯-の団体として.オリン
ビック憲章に基づき､各種の国際競技大会l=対して我が国の代表選手を派遣する権限をlOCより与えられている.
オリンピック虎技大会等に日本代表選手団を編成できる唯一の団体であるため､国際売技大会への選手派遣に萎する

軽費および選手強化に要す年経費について補助を行い､我が国の国際兼技力の向上を図る必要がある.②国民-人ひとりの多様なニーズに対応していくためには 対象が特定の地域や特定の競技のみに偏ることなく地域
や競技ごとに格差のないスポーツ振興を図ることが必要である凸また､市民レベルの国際交流の-端を担っており､財団
法人日本体育協会が実施している事業は､我が国の生涯スポーツ社会の実現のため､-層推進していく必要がある○

@武道は我が国国有の運動文化であり､我が国の伝統や文化を尊重する態度を養うとともに自分を任し相手を尊重する
精神を養うなど豊かな人間性を養うものであり､教育基本法lこもその旨を達成するように明記され.また､平成20年3月
中学校学習指導要領が改訂され､平成24年
このため､r我申咽 伝統の武道を､国民､特に青少年の間I=普及奨励してその精神を高揚し､質実剛健の気風を育成
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横 綱 蔑_掛
民間スポーツ振興費等補助

スポーツ ･青少年局 民間スポーツ振興費等補助 ㈱ 藤
競技スポーツ課 鳶耕 窯

(独立行政法人日本スポーツ振興センター)
(独立行政法人日本スポーツ振興センター)

ツク 売 技 大 会 J=お け る メ ダ ル 獲 得串の状況
(D夏季オリンピッ ク 戴 技 大 会 (=お け る メ ダル獲得率の状況

Q)1996年 (平成8年)のオリンピック競技大会での我が国のメダル獲得率ヲ
え.我が国の トップレベルの競技者の育成 ,強化のための諸施策を舞台的 計画的に推進し､夏･冬オリン
ビック売技大会でのメダル獲得率が早期に倍増し､夏季 ･冬季合わせて3.5%となることを目指す｡
オリンピック競技大会における我が国のメダル獲得率の推移をみると.夏季では相対的に低下傾向であった
が.2004年(平成16年)のアテネオリンピック.=おいて過去最高の37個のメダルを獲得し.我が国の国際競技力
の向上を世界に強くアピールできた｡
一方､冬季では.2006年(平成18年)のトリノオリンピックが金メダル1個の獲得にとどまり､10債のメダル
を獲得した1998年 (平成10年)の長野オリンピック以降､相対的に低下傾向にある｡
オリンピック競技大会等の国際鼓技大会において.我が国の トップレベル競技者の多くに活産が期待され､
スポーツの振矧 こ-Jf寄与できるため､今後も補助を推続していく｡
(参国民一人ひとりが豊かで活力ある生活をおくるためには､生涯スポ-ツ社会の実現が重要な施策となる｡そのために
は､重要な役割を果たす指導者を､地域スポーツクラブに配置すること.また､地域スポーツクラブで指導する者が指導
者資格を取得し責任を持って指導することが求められる｡
日本体育協会のr21世紀の国民スポーツ振興方策｣では､r日常的･推続的なスポーツ活動の受皿となる地域スポーツ
クラブへの加入率が､概ね30%程度となっている状況｣を目指している｡
したがって､地域スポーツクラブへの加入率が目標に逢した時のクラブ加入人口をもとに必要な指導者数を井出し､1人
の指導者が最大50人を対象に措#すると仮定した場合､指導者の必要最低数は概ね67万人と推定されている.
③我が国の伝横の武道の継承と一層の普及振興を周るため､武道指導者の養成 .武道錬成大会等を継続して実
施していく｡

標名】/ 年度実績 ･評価

ンビック競技大会におけるメダル獲得率r% ソルトレイク(02)09 バンクーバー(10)-

①夏季オリンピック競技大会におけるメダル獲得率
録者数 f 人

放 く地方) iか所

③青少年武道錬成大会

3)オリンピック裁技大会(=おける我が国のメダル獲得率の推移をみると､2004年(平成16年)のヲテネオリン
ピックにおいて過去最高の37個のメダルを獲得し､我が国の国際競技力の向上を世界に強くアピールできた.
一方,冬季では､2006年(平成18年)のトリノオリンピックが金メダル1個の獲得にとどまL).10個のメダルを
獲得した1998年 (平成10年)の長野オリンピック以降､相対的に低下傾向にある.直近の夏季･冬季競技大会
(ll)I+北京)合計メダル獲得幸は2.15%にとどまっており､引き続き､冬季競技大会も含めた国際競技力の
向上が必要である.

②生涯スポーツ社会の実現には指#者の育成が必要不可欠であり､日本体育協会は各県の団休と連携して.辛
齢や技術 -技能レベルなどによって異なる多様なスポーツニーズに応えることができるよう､受講料員､受講
形態の弾力化を図りながらさらなる指導者の養成を推進することが必要である｡

③我が国の伝統の武道の継承と一層の普及振興.=寄与しており､今後も武道の軽索と普及振興のため.親族し
て武道指導者の養成 ,武道錬成大会等を実施していく必要がある｡

也)
ツ振興基本計画を告示､平成18年 スポーツ振興基本計画を改定

･昭和36年 スポーツ振興法の制定
第20条第3項 国は､スポーツの振興のための事業を行なうことを主たる目的とする国体であって当該事業
が我が国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認められるものに対し,当該事業に崩し必要な軽費につい

Tl岳謂 譜 塁?rN=誉LEt貢.2百官諦 毒穿瞥 見妄畠空茶空重を推進
アンチ ･ドーピング活動に耕極的に取り組むとと引=､,5動が遅れている国への支援を行います｡
スポーツは､言語の壁を越えて同じルールの下で行われる全世界共通の文化です｡文化 ･風習などが異なる外
国との間でスポーツに関する技術や情報 .知識の交流を図ることは､世界中の人々が平和で協力しあえる社会
の実現に大きく寄与するものと考えます.また.日本古来の武道を含め､スポーツを通じた国際社会の相互理
解と交流のための施策をさらに推進します｡



亡 妻 業 由 ㌢ 57 ｣

民間スポーツ振興費等補助金

42,600千円
(平成20年虚実耕)

1,168.310,000円

①選手強化積立資産
909.270,000円
②オ リンピック特別賞積
立資産

259.040.000円

(丑今後のtLJンtlッ列こ向けた
特別強化対策費に活用｡
②げ lJかへの報奨金に活
用｡

民間スポーツ振興費等補助金

365,613,574円

(丑諸基金引当資産
35.174.862円
②秩父宮基金引当資産
102.559.960円
③特別事業引当資産
227.878,752円

①今後不測の事項や突発的
事項が生じた場合に活用
(個人の遺贈金や運用利
息)0
②運用益を秩父宮スポーツ
医 ･科学賞事業に充当｡
③創立100周年記念事業等
事業計画に基づき支出｡

民間スポーツ振興費等補助金

6.115,355.484円

(》修繕積立資産
2,532,823,889円
(診新築積立資産
3.582.531,595円

①長期修繕計画に基づき武
道館の修繕費用に活用｡
②法定耐用年数が迫る武道
館の新築費用に活用｡



(予算担当部局用)

｣ _3157 F

スポーツ予算 (民間スポーツ振興費等補助)

平成21年度当初予算鏡 平成22年度概算要求額

○ 事業目的の妥当性

r民間スポーツ振興費等補助金のうち､以下の事業については､スポーツ振興
基金助成事業やスポーツ振興くじ助成事業(toto事業)と類似しているのではな
いか｡

スポーツ予算
(民間スポーツ振興費等補助金)

選手強化事業 (JOG)

各競技団体が行う強化合宿､コーチ
の設置､チーム派遣 .招待等の経費
-のJOCによる助成に対する補助

スポーツ指導者養成事業 (日体協)

日体協が行うコーチ､スポーツリー
ダー等の養成講習会等の経費に対す
る補助

スポーツ振興基金助成事業

スポーツ団体選手強化活動助成

各競技団体等が行う国内外合宿､
チーム派遣 .招待の経費を助成

選手.指導者スポーツ活動助成

オリンピック選手や指導者等が行う
スポーツ活動､海外研鏡等の経費を
助成

スポーツ振興 くじ助成事業
･(toto事業)

スポーツ団体が行う将来性を有する選
手の_発掘及び育成強化助成

各競技団体に属する将来性を有する
選手の発掘活動や育成事業に対する

･また､こうした事業は､基本的に各団体で必要性に応 じ､独自に取組む
べきものであり､必ずしも国が直捜実施する必要はないのではないか｡

○ 事業目的の妥当性

･toto事業の収益金は近年大幅に増加 している｡これを踏まえ､国の事業
とtoto事業の役割分担を見直し､toto事業の対象範囲を拡大すべきでは
ないか｡




